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都市の現状

地方都市 大都市市

県庁所在地の人口の推移 県庁所在地のDID面積の推移

〈１都市あたりの平均人口〉 〈１都市あたりの平均DID面積〉

■大都市圏における高齢者人口の推移
（２０１０年→２０４０年）

2010年 2040年 増加数 増加率

市

（三大都市圏及び政令指定都市を除く） （三大都市圏及び政令指定都市を除く）

19701970

（年） （年）

1970年→2010年1970年→2010年
人口は約２割増加

東京圏

65～74歳 414 万人 517 万人 103 万人 25%

75～84歳 239 万人 333 万人 94 万人 39%

85歳以上 79 万人 270 万人 190 万人 240%

2010

DID面積は倍増人口は約２割増加 85歳以上 79 万人 270 万人 190 万人 240%

名古屋
圏

65～74歳 133 万人 150 万人 17 万人 12%

75～84歳 84 万人 102 万人 18 万人 22%
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2010

85歳以上 29 万人 84 万人 55 万人 191%

関西圏

65～74歳 233 万人 246 万人 12 万人 5%

75～84歳 141 万人 166 万人 25 万人 18%

高齢化率 ２３％
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2040 （面積 単位：km2）約40年前の
1970年と同水準

出典：国勢調査
国立社会保障 人口問題研究所（平成２５年３月推計）

85歳以上 48 万人 149 万人 101 万人 208%

＊東京圏：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

＊名古屋圏：愛知県、岐阜県、三重県

＊大阪圏：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県

高齢化率 ３７％

（人口 単位：万人）
国立社会保障・人口問題研究所（平成２５年３月推計）

出典：国勢調査
国立社会保障・人口問題研究所（平成２５年３月推計）

＊大阪圏：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県

経済財政運営と改革の基本方針（平成25年6月14日閣議決定）

づ（都市再生・まちづくり、地域活性化等）
人口減少や高齢化が進展する地方都市においては、上記の連携を活かし、民間の知恵や資金を活用しつつ、それぞれの地域戦略に基づき、
コンパクト・シティやスマート・シティを実現・拡大するとともに、公共交通の充実や高齢者等が安心して暮らせる住宅の整備等を行う。
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先行自治体における取組 ～富山市～
○富山市においては都市マスタープランにおいて「コンパクトなまちづくり」を位置付け、これに基づき、中心市街

理念：
公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり

マスタープラン

地活性化や公共交通の活性化の取組を実施

公共交通沿線
居住推進地区中心市街地地区

公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり
・居住を推進する地区の設定、当該地域に住む人口の目標
・諸機能の集約を図る都心・地域生活拠点の設定
・公共交通軸の設定、公共交通の整備・維持方針 等

■LRTの整備と、乗継ぎ環境の向上

・富山ライトレール線の駅にフィーダーバスを接続

■おでかけ定期券事業

助成を受け建設された共同住宅

・市内各地から中心市街地への公共交通の利用

料金を１００円とする割引（市内在住６５歳以上）

■公共交通沿線への居住の推進
借上市営住宅

公共交通軸

・まちなかへの市営住宅の整備

・まちなか居住への支援

※共同：７０万円/戸、戸建：３０万円/戸 等
公共交通軸

→公共交通沿線居住推進地区では平成２４年より転入超過に転換

■小学校跡地を活用し、介護予防施設を整備

角川介護予防センター居住推進地区内の人口比率を 角川介護予防センタ

（これにより地区内の人口密度を維持）

居住推進地区内の人口比率を
28％（H17年）→42％（H37年）

とする目標。
（これにより地区内の人口密度を維持） 2



○柏市豊四季台地区では、柏市、東大(高齢社会総合研究機構)、ＵＲ都市機構が連携し、高齢者と子育て世帯

先行自治体における取組 ～柏市～

○柏市豊四季台地区では、柏市、東大(高齢社会総合研究機構)、ＵＲ都市機構が連携し、高齢者と子育て世帯
の融合するまちづくりのため、在宅医療・福祉施設の導入や子育て支援施設の整備を実現。
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○ サービス付き高齢者向け住宅の整備

※２４時間対応の在宅医療・看護・介護サービス

建替前 建替後

○ＵＲ賃貸住宅の建替え
事業前：4,666戸→事業後：2,100戸（ＵＲ賃貸）、2,600戸（民間分譲）

サービス付き高齢者向け住宅

自立棟

◆イメージ図

薬
局

介護棟

小規模多機能

24Ｈ訪問介護

子育て
支援施設

主治医
診療所

在宅療養

支援診療

地域包括
支援ｾﾝﾀｰ

地域交流
スペース

居宅介護
２４Ｈ訪問看護

24Ｈ訪問介護 支援診療
所
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・地方都市では 高齢化が進む中で 市街地が拡散して低密度な市街地を形成 大都市では 高齢者が急増
背景

平成２６年８月１日施行
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の概要

●立地適正化計画（市町村）
・都市全体の観点から、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランを作成

・地方都市では、高齢化が進む中で、市街地が拡散して低密度な市街地を形成。大都市では、高齢者が急増。

法律の概要

・民間の都市機能への投資や居住を効果的に誘導するための土俵づくり（多極ネットワーク型コンパクトシティ）

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと当該エリアに誘
導する施設を設定

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持するエリアを設定

◆区域内における居住環境の向上
・区域外の公営住宅を除却し、区域内で建て替える

際の除却費の補助
・住宅事業者による都市計画、景観計画の提案制度

（例：低層住居専用地域への用途変更）

導する施設を設定

◆都市機能（福祉・医療・商業等）の立地促進
○誘導施設への税財政・金融上の支援
・外から内(まちなか)への移転に係る買換特例
・民都機構による出資等の対象化 予算

税制

予算

（例 低層住居専用地域 の用途変更）民都機構による出資等の対象化
・交付金の対象に通所型福祉施設等を追加

○福祉・医療施設等の建替等のための容積率等
の緩和

・市町村が誘導用途について容積率等を緩和するこ
とが可能

◆区域外の居住の緩やかなコントロール
・一定規模以上の区域外での住宅開発について、届

出、市町村による働きかけ
・市町村の判断で開発許可対象とすることも可能

予算

予算

とが可能

○公的不動産・低未利用地の有効活用
・市町村が公的不動産を誘導施設整備に提供する場

合、国が直接支援

◆歩いて暮らせるまちづくり

◆区域外の住宅等跡地の管理・活用

・不適切な管理がなされている跡地に対する市町村
による働きかけ

・都市再生推進法人等（NPO等）が跡地管理を行う

予算

・附置義務駐車場の集約化も可能
・歩行者の利便・安全確保のため、一定の駐車場

の設置について、届出、市町村による働きかけ
・歩行空間の整備支援

◆区域外の都市機能立地の緩やかなコント

都市再生推進法人等（NPO等）が跡地管理を行う
ための協定制度

・跡地における市民農園や農産物直売所等の整備を
支援 予算

公共交通 維持・充実を図る公共交通網を設定公共交通 維持・充実を図る公共交通網を設定

予算

◆区域外の都市機能立地の緩やかなコント
ロール

・誘導したい機能の区域外での立地について、届
出、市町村による働きかけ

◆公共交通を軸とするまちづくり
・地域公共交通網形成計画の立地適正化計画への調和、計画策定支援（地域公共交通活性化再生法）
・都市機能誘導区域へのアクセスを容易にするバス専用レーン・バス待合所や駅前広場等の公共交通施設の整備支援

◆誘導施設への税制支援等のための計画と中活法に基づく税制支援等のための計画のワンストップ申請

予算

※下線は法律に規定するもの

公共交通 維持 充実を図る公共交通網を設定公共交通 維持 充実を図る公共交通網を設定
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